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国
際
家
族
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
拡
大

関
口
　
晃
治

一
　
は
じ
め
に

　

国
際
私
法
は
、
世
界
の
ど
の
地
域
で
起
こ
っ
た
渉
外
事
件
で
あ
っ
て

も
、
同
じ
準
拠
法
に
よ
り
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
理
念
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
渉
外
事
件
に
対
し
て
裁
判
所
は
、
国
際
私
法
の
指

定
す
る
法
律
を
実
体
判
断
の
基
準
に
し
て
事
件
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
い
か
に
当
事
者
が
欲
し
た
と
し
て
も
国
際
私
法
の
指
定
し
た
法

律
以
外
の
法
に
よ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
海
老
沢
美
広
「
国
際
私
法
の

強
行
性
と
民
事
訴
訟
」
民
商
法
雑
誌
六
四
巻
五
号
（
一
九
七
一
年
）
三
―
四

頁
）。
し
た
が
っ
て
、
国
際
私
法
は
国
籍
、
住
所
、
常
居
所
な
ど
一
定

の
客
観
的
連
結
点
を
媒
介
と
し
て
、
当
該
法
律
関
係
を
規
律
す
る
最
も

適
切
な
法
を
、
内
外
の
法
よ
り
選
択
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
諸
国
国
際
私
法
立
法
に
お
い
て
は
、

段
階
的
連
結
や
択
一
的
連
結
な
ど
準
拠
法
選
択
の
方
法
は
多
元
化
す
る

傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
も
、
債
権
的
契
約
関
係
の
準

拠
法
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
大
多
数
の
諸
国
国
際
私
法
に
お
い
て
、
準

拠
法
を
当
事
者
の
任
意
の
選
択
に
委
ね
る
と
い
う
当
事
者
自
治
の
原
則

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

当
事
者
自
治
の
原
則
の
根
拠
と
し
て
は
、
実
質
法
上
の
契
約
自
由
の

原
則
に
対
応
し
て
、
準
拠
法
の
決
定
も
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
る

べ
き
こ
と
、
当
該
契
約
を
熟
知
す
る
当
事
者
に
委
ね
た
方
が
最
も
密
接

な
関
係
を
有
す
る
法
秩
序
の
適
用
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
当
事
者
の
選

択
し
た
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
予
測
可
能
性
が
高
ま
り
、
国
際
取

引
の
安
全
か
つ
円
滑
な
遂
行
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
、
国
際
的
な
判
決
の

調
和
の
要
請
に
も
か
な
う
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
（
山
田
鐐
一
『
国

際
私
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
三
一
六
頁
）。

　

当
事
者
自
治
の
原
則
に
対
し
て
は
、
そ
の
存
在
の
可
能
性
な
い
し
正

当
性
を
め
ぐ
り
批
判
論
が
展
開
さ
れ
、
同
原
則
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る

べ
き
地
位
な
い
し
意
義
に
関
し
て
も
多
様
な
対
立
が
見
出
さ
れ
て
き
た

が
、
今
日
当
事
者
自
治
の
原
則
は
広
く
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

二
　
当
事
者
自
治
の
否
定
お
よ
び
制
限

　

当
事
者
自
治
の
原
則
は
、
国
際
私
法
上
に
お
い
て
特
異
な
原
則
で

あ
っ
て
、
他
の
国
際
私
法
原
則
と
大
き
く
趣
を
異
に
す
る
原
則
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
原
則
そ
の
も
の
の
否
定
や
何
ら
か
の
形
で
当
事
者
自
治
の

原
則
に
制
限
を
加
え
よ
う
と
す
る
説
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

　

当
事
者
自
治
原
則
の
否
定
と
し
て
は
、
債
権
法
の
範
囲
に
お
い
て
は

大
部
分
が
任
意
規
定
で
は
あ
る
が
、
債
権
関
係
を
制
限
な
し
に
当
事
者

の
自
由
に
放
置
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
当
事
者
を
拘
束
す
る
強
行
規
定

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
行
規
定
を
含
む
準
拠
法
の
指
定
を
当
事
者

の
自
治
に
委
ね
る
こ
と
は
、
当
事
者
が
任
意
に
服
従
す
る
べ
き
強
行
規

定
を
選
び
、
そ
の
支
配
に
服
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
強
行
規
定
を
避
け

う
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
強
行
法
規
そ
の
も
の
の
性
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質
と
相
い
れ
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
っ
た
（
江
川
英
文
「
國
際
私
法
上
の

意
思
自
治
の
原
則
に
關
す
る
一
考
察
」『
田
中
先
生
還
暦
記
念
・
商
法
の
基

本
問
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
）
四
四
二
―
四
五
二
頁
）。

　

今
日
、
当
事
者
自
治
の
原
則
は
理
論
的
に
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
が
、

以
下
の
よ
う
な
制
限
説
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
第
一
に
、
当
事
者
に
よ

る
準
拠
法
の
指
定
は
、
特
定
の
法
秩
序
に
お
け
る
任
意
法
の
範
囲
内
に

お
い
て
承
認
す
る
質
的
制
限
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、

本
来
な
ら
ば
適
用
さ
れ
る
べ
き
準
拠
法
を
変
更
せ
し
め
る
よ
う
な
準
拠

法
回
避
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
な
く
本
来

適
用
さ
れ
る
べ
き
準
拠
法
を
適
用
す
る
法
律
回
避
説
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
。
第
三
に
、
準
拠
法
の
指
定
を
、
問
題
と
な
る
渉
外
的
契
約
関

係
が
実
体
的
な
牽
連
関
係
を
有
す
る
法
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
量
的
制

限
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
（
折
茂
豊
『
当
事
者
自
治
の
原
則
』（
創

文
社
、
一
九
七
〇
年
）
八
三
―
一
一
九
頁
）。

　

以
上
の
よ
う
な
制
限
論
に
は
難
点
が
あ
る
が
、
諸
国
に
お
い
て
社

会
、
経
済
秩
序
の
維
持
、
取
引
の
保
護
、
経
済
的
弱
者
の
保
護
と
い
っ

た
観
点
か
ら
、
労
働
者
保
護
法
や
消
費
者
保
護
法
な
ど
の
強
行
法
規
の

適
用
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

契
約
に
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
秩
序
を
一
般
的
に
決
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
契
約
類
型
に
よ
っ
て
は
一
定
の
法
秩
序

と
の
間
に
密
接
な
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に

も
当
事
者
が
自
由
に
準
拠
法
を
選
択
で
き
る
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
当
事
者
自
治
の
原
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
強
行
法
規
の
適
用
を
認

め
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
元
的
構
成
は
、
労
働

法
の
よ
う
な
公
法
的
性
質
を
有
す
る
強
行
法
規
は
、
国
際
私
法
の
規
則

と
は
別
個
の
規
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
す
る
公
法
の
属
地
的
適
用

の
理
論
と
称
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
外
国
の
強
行
法
規
の
適
用
を

も
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
、
強
行
法
規
の
特
別
連
結
の
理
論
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
準
拠
法
の
所
属
国
以
外

の
国
の
強
行
法
規
も
、
当
該
強
行
法
規
自
体
が
適
用
意
思
を
有
す
る
こ

と
、
当
該
強
行
法
規
と
事
案
の
間
に
十
分
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
こ

と
、
法
廷
地
の
公
序
に
反
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
当
該
事
案
と
の
関

連
性
や
そ
の
強
行
法
規
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
一
定
の
条
件
の
も
と
に

特
別
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
伝
統
的
国
際
私
法
の
枠
内
に
お

い
て
当
事
者
自
治
の
制
約
を
図
る
理
論
と
し
て
す
ぐ
れ
て
お
り
、
今
日

の
有
力
な
立
場
と
な
っ
て
い
る
（
桑
田
三
郎
『
国
際
私
法
研
究
』（
文
久

書
林
、
一
九
六
六
年
）
二
三
五
頁
以
下
）。

三
　
通
則
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治

　

わ
が
国
の
国
際
私
法
で
あ
る
「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
」（
以

下
通
則
法
）
が
、
そ
の
七
条
に
「
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
は
、
当

事
者
が
当
該
法
律
行
為
の
当
時
に
選
択
し
た
地
の
法
に
よ
る
」
と
規
定

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
債
権
的
法
律
行
為
の
中
心
を
な
す
契
約
に
つ
い

て
の
成
立
お
よ
び
効
力
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
の
選
択
し
た
法
に
よ

る
。
ま
た
、
当
事
者
の
選
択
は
黙
示
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
し
た

が
っ
て
、
当
事
者
の
選
択
が
明
示
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
に
よ
り
、
明
示

さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
ち
に
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
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選
択
が
な
い
場
合
と
し
て
、
当
該
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ

る
地
の
法
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
（
八
条
一
項
）、
黙
示
の
意
思
を

探
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
黙
示
の
意
思
の
探
求
に
関
し
て
は
、
改
正
前

の
法
例
が
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
が
な
い
場
合
の
客
観
的
連
結

を
行
為
地
法
と
し
て
い
た
が
、
通
則
法
で
は
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法

の
選
択
の
な
い
場
合
に
は
最
密
接
関
連
地
法
に
よ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
客
観
的
連
結
を
回
避
す
る
た
め
の
当
事
者
の
仮
定
的
意
思
を
問

題
に
す
る
必
要
性
は
格
段
に
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
（
神
前
禎

『
解
説
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
―
新
し
い
国
際
私
法
』（
弘
文
堂
、

二
〇
〇
六
年
）
五
六
頁
）。

　

通
則
法
七
条
は
、
法
律
行
為
の
成
立
お
よ
び
効
力
の
準
拠
法
に
つ
い

て
当
事
者
時
自
治
の
原
則
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
準
拠

法
の
選
択
を
当
事
者
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、

「
強
行
法
規
の
特
別
連
結
」
お
よ
び
「
絶
対
的
強
行
法
規
の
適
用
」
な

ど
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
通
則
法
に
お
い
て
は
、
消
費
者
契
約
の

特
例
（
一
一
条
）、
お
よ
び
労
働
契
約
の
特
例
（
一
二
条
）
の
規
定
を
設

け
て
消
費
者
お
よ
び
労
働
者
保
護
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

特
例
は
「
強
行
法
規
の
特
別
連
結
」
や
「
絶
対
的
強
行
法
規
の
適
用
」

に
関
す
る
議
論
と
は
、
直
接
の
関
連
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
事

者
自
治
の
原
則
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
（
小
出
邦
夫
『
逐
条
解
説
法
の

適
用
に
関
す
る
通
則
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
八
五
頁
）。

　

ま
ず
、
消
費
者
契
約
の
特
例
は
、
消
費
者
契
約
の
成
立
お
よ
び
効
力

に
つ
い
て
、
消
費
者
の
常
居
所
地
法
以
外
の
法
が
準
拠
法
と
し
て
指
定

さ
れ
た
場
合
に
、
消
費
者
は
、
そ
の
常
居
所
地
法
中
の
特
定
の
強
行
法

規
を
適
用
す
べ
き
意
思
を
事
業
者
に
対
し
て
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の

強
行
法
規
に
基
づ
く
効
果
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
思
が

表
示
さ
れ
る
と
、
消
費
者
の
常
居
所
地
法
中
の
特
定
の
強
行
法
規
が
契

約
の
準
拠
法
に
加
え
て
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
消
費

者
が
、
消
費
契
約
に
お
い
て
不
利
な
内
容
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
指
定

さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
消
費
者
が
そ
の
常
居
所
地
法
上
の
保
護
を

受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、
労
働
者
契
約
の
特
例
は
、
労
働
契
約
に
お
い
て
当
事
者
が
最

も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
以
外
の
法
を
選
択
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
労
働
者
が
使
用
者
に
対
し
て
、
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法

上
の
特
定
の
強
行
法
規
を
適
用
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
時
は
、
当

該
労
働
契
約
の
成
立
お
よ
び
効
力
に
関
し
て
そ
の
強
行
法
規
を
も
適
用

す
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
最
も

密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
上
の
特
定
の
強
行
法
規
が
契
約
の
準
拠
法

に
加
え
て
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
が
労
働
契

約
に
お
い
て
、
不
利
な
内
容
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
は
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
上
の
保
護
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
不
法
行
為
に
お
い
て
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
変
更
を
認
め

る
二
一
条
、
お
よ
び
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
二
六
条
に
お
い
て
も
当
事

者
自
治
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
ず
、
通
則
法
に
お
け
る
不
法
行

為
の
準
拠
法
の
決
定
は
、
原
則
と
し
て
結
果
発
生
地
に
よ
る
（
一
七
条
）
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が
、
そ
の
地
に
お
け
る
結
果
発
生
が
通
常
予
見
で
き
な
か
っ
た
と
き
に

は
加
害
行
為
地
に
よ
る
（
一
七
条
但
書
）
と
す
る
も
の
の
、
明
ら
か
に

密
接
な
関
係
の
あ
る
他
の
地
が
あ
る
時
に
は
、
当
該
他
の
法
に
よ
る
と

い
う
例
外
条
項
（
二
〇
条
）
を
新
設
し
、
さ
ら
に
、
第
三
者
の
権
利
を

害
さ
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
事
後
的
な
準
拠
法
の

合
意
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
（
二
一
条
）。
こ
の
よ
う
な
事
後
的
変
更

を
認
め
た
の
は
、
今
日
、
公
益
的
な
側
面
よ
り
も
当
事
者
の
利
益
調
整

と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
、
不
法
行
為
の
債
権
も
通

常
は
金
銭
債
権
で
あ
り
実
質
法
上
は
他
の
債
権
と
同
様
に
当
事
者
に
よ

る
任
意
処
分
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮

す
れ
ば
、
当
事
者
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
妥
当

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
拙
稿
「
不
法
行
為
抵
触
法
に
お
け

る
法
廷
地
法
の
優
位
―
英
国
国
際
私
法
と
通
則
法
の
現
状
を
中
心
に
―
」
志

學
館
法
学
一
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
七
一
頁
以
下
参
照
）。

　

次
に
、
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
二
六
条
一
項
は
、
婚
姻
の
効
力
に
関

す
る
二
五
条
を
準
用
し
段
階
的
連
結
を
採
用
し
て
い
る
。
夫
婦
財
産
制

は
、
婚
姻
の
効
力
の
一
環
と
し
て
、
婚
姻
の
身
分
的
効
力
の
準
拠
法
と

同
一
の
準
拠
法
に
よ
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
二
項
に
お
い
て
当
事
者
自
治
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
当
事
者
に
無
制
限
な
準
拠
法
選
択
を
認
め
る
も
の
で
は

な
く
、
選
択
で
き
る
準
拠
法
の
範
囲
を
、
夫
婦
の
一
方
が
国
籍
を
有
す

る
国
の
法
律
、
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
地
法
、
不
動
産
の
所
在
地
法
の

内
の
い
ず
れ
か
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
量
的
な
制
限
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
選
択
制
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
夫
婦
財
産
制
は
夫

婦
間
の
財
産
関
係
の
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
の
意
思

を
尊
重
し
て
準
拠
法
を
定
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
段
階
的
連
結
に

よ
る
と
準
拠
法
の
予
測
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
た
め
選
択
制
の
導
入
に

よ
り
明
確
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、「
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る

ハ
ー
グ
条
約
（
一
九
七
八
年
）」
や
近
時
の
諸
国
立
法
に
も
採
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
当
事
者
自
治
原
則
の
展
開

　

通
則
法
は
契
約
準
拠
法
の
決
定
に
つ
い
て
、
当
事
者
自
治
の
原
則
に

よ
っ
て
主
観
的
連
結
を
お
こ
な
い
（
七
条
）、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法

の
選
択
の
な
い
場
合
に
は
、
最
密
接
関
連
地
法
に
よ
る
客
観
的
連
結
を

お
こ
な
う
（
八
条
）
と
い
う
二
段
階
の
連
結
政
策
を
採
用
し
て
い
る
。

最
密
接
関
連
地
法
の
準
拠
法
決
定
に
関
し
て
は
そ
の
二
項
に
お
い
て
、

特
徴
的
給
付
理
論
（
松
岡
博
『
現
代
国
際
私
法
講
義
』（
法
律
文
化
社
、

二
〇
〇
八
年
）
一
〇
八
頁
参
照
）
を
採
用
し
た
推
定
規
定
が
置
か
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
近
時
の
国
際
私
法
立
法
に
お
い
て
広
く
認
め

ら
れ
て
お
り
、
通
則
法
も
こ
れ
ら
の
立
法
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
二
〇
〇
八
年
六
月
に
採
択
さ
れ
、
同

年
七
月
に
発
効
し
た
「
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び

理
事
会
規
則
（N

o.593/2008

）」（
以
下
「
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
」）
は
、

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
七
日
以
降
に
締
結
さ
れ
た
契
約
に
対
し
て
、
デ

ン
マ
ー
ク
以
外
の
加
盟
国
に
お
い
て
ロ
ー
マ
条
約
に
代
わ
っ
て
適
用
さ
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れ
て
い
る
（O

ffi
cial Journal of the European U

nion, 2008, pp.6–

16.
）。
こ
の
改
正
は
多
岐
に
わ
た
り
、
当
事
者
自
治
の
原
則
と
関
連
す

る
分
野
で
も
い
く
つ
か
の
改
正
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
九
条
お
い
て
絶
対

的
強
行
法
規
の
定
義
が
新
設
さ
れ
た
（
一
項
）。
第
三
国
の
絶
対
的
強

行
法
規
の
特
別
連
結
を
可
能
と
す
る
ロ
ー
マ
条
約
七
条
一
項
に
つ
い
て

は
、
多
く
の
締
約
国
が
同
二
二
条
一
項
で
定
め
ら
れ
た
留
保
宣
言
を

行
っ
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
お
い
て
留
保
は
認
め
ら
れ
な
く
な

り
、
特
別
連
結
の
対
象
と
な
る
第
三
国
の
絶
対
的
強
行
法
規
は
、
履
行

地
法
の
法
規
で
契
約
の
履
行
を
違
法
と
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
た
（
三

項
）（
高
橋
宏
司
「
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
―
ロ
ー
マ
条
約
か
ら
の
改
正
点
を
中
心

に
」
第
一
二
二
回
国
際
私
法
学
会
報
告
要
旨
集
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
八

頁
以
下
参
照
）。
通
則
法
は
改
正
過
程
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
条
約
の
内

容
を
検
討
し
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
が
な
い
場
合
の
行
為
地

法
か
ら
、
最
密
接
関
連
地
法
の
原
則
を
導
入
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、

欧
州
の
抵
触
法
原
則
が
ロ
ー
マ
条
約
か
ら
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
改
正
さ
れ
る
以
前
の
ロ
ー
マ
条
約
の
内
容
に
即
し
た

通
則
法
の
解
釈
に
も
何
ら
か
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
日
の
国
際
私
法
立
法
の
動
向
は
、
ハ
ー
グ
条
約
を
批
准
し
た
こ
と

に
よ
る
改
正
や
、
批
准
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
同
条
約
に
定

め
ら
れ
て
い
る
諸
規
定
の
立
場
が
諸
国
の
立
法
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、

同
条
約
が
当
事
者
自
治
の
原
則
に
対
し
て
積
極
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

諸
国
立
法
に
お
い
て
は
当
事
者
自
治
の
原
則
は
拡
大
の
方
向
に
あ
る
。

こ
の
拡
大
傾
向
の
中
で
、
通
則
法
に
お
い
て
新
た
に
当
事
者
自
治
の
原

則
の
導
入
が
予
想
さ
れ
る
分
野
と
し
て
は
相
続
の
準
拠
法
に
お
い
て
で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
死
亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関

す
る
条
約
（
一
九
八
九
年
）」
の
五
条
一
項
が
被
相
続
人
の
指
定
当
時
国

籍
を
有
し
た
国
の
法
、
死
亡
当
時
国
籍
を
有
し
た
国
の
法
、
指
定
当
時

常
居
所
を
有
し
た
国
の
法
、
死
亡
当
時
常
居
所
を
有
し
た
国
の
法
の
内

か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
量
的
な
制
限
は
加
え
ら

れ
て
い
る
が
当
事
者
自
治
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
、
諸
国
の
立

法
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
当
事
者
自
治
の
原
則
を
私
的
自
治
の
原
則
の
抵
触
法
的
反

映
と
捉
え
て
、
相
続
法
に
お
け
る
強
行
法
規
の
存
在
が
私
的
自
治
の
原

則
を
否
定
す
る
も
の
で
な
い
以
上
、
国
際
相
続
法
に
お
け
る
当
事
者
自

治
の
原
則
も
理
論
的
に
直
ち
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
被
相
続

人
に
よ
る
準
拠
法
選
択
を
具
体
的
に
妥
当
な
個
別
的
連
結
を
可
能
に
す

る
方
法
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
、
被
相
続
人
の
本
国
法
お
よ
び
住
所

地
法
、
不
動
産
の
所
在
地
法
か
ら
の
準
拠
法
の
選
択
を
被
相
続
人
に
許

容
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
（
木
棚
照
一
『
国
際
相
続

法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
二
二
〇
頁
以
下
参
照
）。

五
　
お
わ
り
に

　

今
日
の
国
際
私
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
は
、
債
権
契
約
の

分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
、
拡
大
の
傾
向
に
あ
る
。
わ
が
国
通
則
法
に
お
い

て
も
七
条
の
法
律
行
為
、
不
法
行
為
に
関
す
る
二
一
条
お
よ
び
夫
婦
財

産
制
に
関
す
る
二
六
条
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
当
事

者
自
治
の
原
則
が
契
約
の
分
野
以
外
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

東洋法学　第55巻第 1 号（2011年 7 月）

213



は
、
不
法
行
為
法
が
契
約
法
と
同
様
に
債
権
法
の
範
疇
に
入
る
こ
と
に

対
し
て
、
夫
婦
財
産
制
や
相
続
な
ど
は
財
産
的
な
側
面
を
有
す
る
法
律

関
係
で
あ
る
と
は
い
え
、
身
分
関
係
を
規
律
す
る
家
族
法
の
範
疇
に
属

す
る
法
律
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
、
債
権
法
上
の
契
約
と

は
異
な
る
理
念
が
支
配
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
家
族
関
係
へ
の
当
事

者
自
治
の
原
則
の
導
入
は
、
革
新
的
な
規
則
の
採
用
と
し
て
注
目
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
笠
原
俊
宏
「
国
際
家
族
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
」

比
較
法
四
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
四
一
頁
）。

　

債
権
契
約
お
よ
び
家
族
法
の
分
野
に
お
い
て
導
入
さ
れ
て
い
る
当
事

者
自
治
の
原
則
は
、
双
方
と
も
主
観
的
連
結
を
許
す
上
で
は
共
通
の
原

則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
上
の
原
則
の
内
容
に
は
相
違
が
み

ら
れ
る
。
債
権
契
約
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
は
、
当
事
者
に
よ

る
明
確
な
準
拠
法
の
選
択
が
あ
れ
ば
、
実
際
上
の
契
約
と
な
ん
ら
関
係

の
な
い
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
が
準
拠
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
強
行
法
規
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
か
ら
、
契
約
法
上
の
当
事
者
自
治
の
原
則
に
は
何
ら
か
の
制
限

が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
の
制
限
の
方
向
性
の
一

つ
と
し
て
「
強
行
法
規
の
特
別
連
結
理
論
」
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
通
則
法
も
、
七
条
に
お
い
て
当
事
者
自
治
の
原
則
を
採
用
し
て

い
る
が
、
新
た
に
消
費
者
契
約
の
特
例
、
お
よ
び
、
労
働
契
約
の
特
例

を
創
設
し
、
当
事
者
自
治
の
原
則
に
一
定
の
制
限
を
加
え
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
規
定
が
当
事
者
自
治
の
原
則
を
制
限
す
る
の
は
、
一
定
の
強
行

法
規
の
適
用
を
回
避
す
る
こ
と
を
防
ぐ
目
的
で
は
あ
る
が
、
主
要
な
目

的
と
し
て
は
社
会
的
弱
者
の
保
護
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
債
権
契
約
に
お
い
て
当
事
者
自
治
の
原
則
が
発
展
し
て

き
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
縮
小
の
方
向
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
家
族
法
の
分
野
で
は
拡
大
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
家
族
法
分
野
に
お
い
て
み
ら
れ
る
当
事
者
自
治
の
原
則

は
、
一
定
の
選
択
肢
か
ら
当
事
者
が
準
拠
法
を
選
択
す
る
と
い
う
量
的

な
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
法
分
野
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
の
果
た

す
役
割
は
、
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
の
要
請
に
よ
る
抵
触
規
則
の
柔
軟

化
を
促
す
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
制
限
的
な
選
択
で
あ
っ
て
も
、
当
事

者
の
双
方
も
し
く
は
一
方
が
最
も
有
利
な
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

債
権
契
約
関
係
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
は
制
限
が
加
え
ら

れ
、
家
族
法
分
野
の
当
事
者
自
治
の
原
則
は
拡
大
の
方
向
に
あ
る
が
、

双
方
に
共
通
し
て
い
る
の
は
社
会
的
弱
者
の
保
護
と
い
う
目
的
の
た
め

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
将
来
に
お
け
る
わ
が
国
の
当
事
者
自
治

の
原
則
は
、
社
会
的
弱
者
の
保
護
や
守
ら
れ
る
べ
き
当
事
者
利
益
の
た

め
に
、
実
質
的
な
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
国
際
私
法
に
す
る
必
要

が
あ
り
、
こ
の
実
現
の
た
め
に
は
債
権
契
約
の
分
野
に
お
い
て
は
一
定

の
制
限
が
不
可
欠
で
あ
り
、
家
族
法
分
野
に
お
い
て
は
拡
大
の
方
向
に

進
ん
で
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（

志
學
館
大
学
法
学
部
准
教
授
）
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